
 

 

日時  令和５年１１月２７日（月）       

午後３時から４時４５分まで       

場所  松本市勤労者福祉センター ３－１会議室 

 

第５回松本市動物愛護管理推進懇談会 

次  第 

 

１ 開  会  

 

 

２ あいさつ  

 

 

３ 報  告 

 ⑴ 動物愛護管理に関する基本方針の策定 

 

 

４ 懇  談  

 ⑴ 犬や猫の正しい飼い方の普及啓発 

  ア 普及啓発の現状 

 

  イ 犬の正しい飼い方 ～ 犬の飼い方をめぐる様々な課題 ～ 

 

  ウ 猫の正しい飼い方 ～ 猫の飼い方をめぐる様々な課題 ～ 

 

 

５ 事務連絡  

   

 

６ 閉  会  
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第５回
松本市動物愛護管理推進懇談会

資 料

令和５年１１月２７日（月）
松本市保健所 食品・生活衛生課



本日の懇談会
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（報 告）

１ 動物愛護管理に関する基本方針の策定

（懇 談）

１ 犬や猫の正しい飼い方の普及啓発

⑴ 普及啓発の現状

⑵ 犬の正しい飼い方 ～犬の飼い方をめぐる様々な課題～

⑶ 猫の正しい飼い方 ～猫の飼い方をめぐる様々な課題～

事務連絡
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（報 告）

１ 動物愛護管理に関する基本方針の策定



１-1 基本方針策定の経過
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月日 内 容

5月25日 第４回懇談会で、基本方針（案）の確認

6月
「動物愛護管理の基本方針に関する検討結果報告書」の

取りまとめ

7月20日 打越委員長が臥雲市長に検討結果を報告

8月28日
庁議（市役所の庁内会議）で、基本方針（案）について

協議し、了承

9月14日
市議会厚生委員協議会で、基本方針（案）について協議

し、了承

9月14日 基本方針の策定、ホームページ及びＳＮＳで公表
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（懇 談）

１ 犬や猫の正しい飼い方の普及啓発



１-1 普及啓発の現状
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(1) 市民や飼い主への情報発信（市民への一方通行の発信）

① ホームページ

犬や猫の正しい飼い方について、市のホームページで情報を発信

ホームページのコンテンツ名
視聴回数

(Ｒ５上半期)

1 ペットの火葬について 2,210

2 犬の登録・狂犬病予防注射等について 1,493

3 令和５年度狂犬病予防注射の集合注射を実施します 1,256

4 ペットの飼育はルールとマナーを守って 335

5 犬の咬傷事故について 124

6 犬と猫のマイクロチップ装着について 91

7 動物由来感染症について 57

（以下は参考）

新しい飼い主を探している犬・猫の情報 37,821

保護されている動物（犬・猫等）の情報 6,203

ペットの災害対策 1,445



１-2 普及啓発の現状
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② 啓発チラシ、啓発看板

地域住民の皆さんに向けて、啓発チラシや啓発看板を配布

＜犬の散歩のマナー・ルール啓発チラシ＞ ＜犬の散歩のルール啓発看板＞



１-3 普及啓発の現状
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＜猫の関わり方啓発チラシ（オモテ）＞ ＜猫の関わり方啓発チラシ（ウラ）＞



１-4 普及啓発の現状
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これまでの懇談会でいただいた提案の具体化に向けて取組みを開始！

① ホームページ

情報発信の核となる市のホームページの充実に向けて、｢探しやすく｣､

｢分かりやすい｣､｢ためになる｣､新たなコンテンツを準備中

② 啓発チラシ、啓発看板

飼い主に訴求力のある内容にするため、チラシや看板の見直し及び

工夫を検討中

③ 動画配信、ＳＮＳ

動物の正しい飼い方や動物由来感染症の周知に向けた動画の作成及び

配信を検討中

今年度から、定期的なＳＮＳを活用した情報発信を開始

＜情報発信の今後の取組み＞



１-5 普及啓発の現状
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(2) 苦情・相談への対応（市民との相互のやりとり）

① 住民からの苦情（糞尿処理や徘徊・放し飼い等 年200件程度）

・現地を訪問し、苦情者及び近隣住民に聞き取り調査

→ 苦情者には、動物の忌避対策、啓発チラシの配布等を助言

→ 飼い主が特定できた場合は、飼い主から状況を聞き取った上で、

飼い方を助言・指導

② 飼い主や住民からの相談（行方不明、譲り渡し希望等 年300件程度）

・ペットが行方不明になった相談者

→ 警察への連絡、市ホームページへの迷子動物の掲載等を助言

・ペットを飼えなくなった相談者

→ 飼い主責任として、まずは、ご自身で新たな飼い主を見つけて

もらうよう説明



１-6 普及啓発の現状
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③ 苦情・相談者数 （令和４年度） ※通報の届出を含む。

届出者
届出者数
（人）

住民 288

所有者（飼い主） 38

警察 27

庁内 17

他自治体 7

その他（関係機関等） 13

計 390

※庁内：地域づくりセンター、高齢福祉課、生活福祉課、公園緑地課 等
※その他の関係機関：社協、地域包括支援センター、ボランティア団体 等

＜届出者別＞



１-7 普及啓発の現状
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＜届出方法＞

届出方法
届出者数
（人）

電話 357

保健所窓口 20

投書・メール 7

その他 6

計 390



１-8 普及啓発の現状
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「情報発信」による周知が不十分

↓

苦情・相談対応において、飼い主への説明や指導の際に、正しい飼い方

や動物の習性など、動物に対する認識が不足していることを実感

↓

説明や指導（場合によっては説得）に相当の時間を要するため、負担が

大きく、解決につながらない事案も多い。

↓

動物に関する「知識の補充」、「誤った認識の転換」に向けて、対応の

方法に工夫が必要

飼い主さんへの対応方法について、様々な視点から

ご意見をいただきたい。 （別添の資料へ）

＜苦情・相談対応の課題＞



事務連絡
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１ 議事録の確認のお願い
・後日、本日の議事録を松本市ホームページに掲載します。

・委員の皆様に、議事録（案）を郵送またはメールでお送りしますので、

ご確認をお願いします。

２ 来年度の懇談会について
・来年度の委員委嘱について、年度末を目途に、委員の皆様に確認させて

いただきます。次回の第６回懇談会は、５月に開催予定です。

３ 「人と地域に向き合う動物愛護管理の講演会」のご案内

・日 時：令和６年１月２９日（月曜日） ※午後を予定

・会 場：松本市勤労者福祉センター

・演 題：「(仮) 地域にいる猫とのつきあい方

～外猫との関わり方と地域猫活動～」

・講 師：しんけん動物病院 院長 松木 信賢 医師

・申込方法等の詳細は、後日メールでご案内します。
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１ 犬の正しい飼い方 ～ 犬の飼い方をめぐる様々な課題 ～ 

 

 ⑴ 苦情の件数（令和４年度：９７件） 

 

  ・「糞尿処理」    … 犬の散歩での糞の後始末に関する苦情が多い。 

  ・「放し飼い」、「咬傷」… 犬の散歩での不十分な管理による苦情が多い。 

              → 咬傷事故につながっている。 

 

 ⑵ 相談の件数（令和４年度：９７件） 

 

  ・「行方不明」… 家での不十分な管理による逸走が原因であることが多い。 

          → 「徘徊」の苦情につながっている。  

別 添 第５回松本市動物愛護管理推進懇談会 
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 ⑶ 苦情の事例と対応 

  ① 犬の散歩における糞尿の後始末 

苦情者  地域住民 

 

苦情の内容  近所の犬の飼い主が、犬の散歩のときに糞の片付けや

放尿した後の掃除をしないから、毎日のように自宅の敷

地に糞が落ちているし、尿で汚れて困っている。 

 飼い主はおおよその特定は付く。 

 犬の飼い主に、保健所で厳しく指導をするように。 

 

保健所の対応 １ 現地確認と聞き取り調査 

 ・職員２人で苦情者宅を訪問し、苦情者から事情を聞 

  き取り、現場を確認 

 ・近隣住民に同様の被害がないか聞き取り調査を実施 

２ 苦情者への助言 

 ・「犬の糞尿対策の啓発看板」の設置について、町会を 

  通じた申込みを案内 

 ・「犬の糞尿対策のチラシ」の回覧板での回覧を案内 

３ 飼い主への指導 

 ・飼い主が特定できれば、飼い主宅を訪問し、糞尿の 

  後始末の指導を実施 

 

対応に苦慮 

する点 

１ 現地確認 

 ・職員が、犬の散歩の時間を狙って現地に訪問しても、 

  糞尿放置の現場を目撃することは難しい。 

２ 苦情者への対応 

 ・苦情者は、放尿の掃除も指導するよう求めるので、 

  飼い主に具体的にどこまでの指導が必要か迷う。 

３ 飼い主への対応 

 ・飼い主に話を伺っても、自分はきちんと処理してい 

  ると言い張り納得しないため、解決につながらない 

  ことも多い。 
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  ② 犬の散歩における管理 

苦情者  公園の利用者 

 

苦情の内容  毎日夕方、公園で犬の散歩をしている人が、リードを

付けずに放し飼いにして遊ばせている。先日は、犬が近

づいてきて嚙まれそうになり怖い思いをした。 

 飼い主はどこの人か分からない。 

 犬の飼い主に放し飼いを止めさせるよう、保健所で指

導するように。 

 

保健所の対応 １ 現地確認 

 ・週２回、苦情者が目撃した時間帯に職員２人が公園 

  に行き、見回りを実施 

 ・状況に応じて、公園の管理者と一緒に見回り。 

２ 飼い主への指導 

 ・飼い主が特定でき、放し飼いの現場を確認できれば、 

  咬傷事故につながる危険性も含めて指導を実施 

 

対応に苦慮 

する点 

１ 現地確認 

 ・週に何回も現地を見回っても、飼い主の特定や放し 

  飼いの現場確認は難しい。 

２ 飼い主への指導 

 ・飼い主が特定でき、指導ができても、飼い犬をリー 

  ドでコントロールできていなかったり、咬傷事故に 

  つながる認識を持っていないことが多い。 
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２ 猫の正しい飼い方 ～ 猫の飼い方をめぐる様々な課題 ～ 

 

 ⑴ 苦情の件数（令和４年度：１２４件） 

 

  ・「徘徊」の苦情が、「糞尿処理」、「鳴き声」、「家屋・敷地侵入」、「器物破損・ 

   田畑荒し」、「悪臭」につながる複合的な問題になっている。 

   ※飼い猫かどうかの判別はほとんどできない。 

 

 ⑵ 相談の件数（令和４年度：２２６件） 

 

  ・「行方不明」… 家での不十分な管理による逸走が原因であることが多い。 
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 ⑶ 苦情の事例と対応 

  ① 猫の徘徊と糞尿の問題 

苦情の届出  地域住民 

 

苦情の内容  猫が自宅の敷地に入ってきてうろつき、糞をしていく

ので困っている。 

 近所の家の猫だと思われる。首輪はしていない。 

 猫をしっかり管理するよう、保健所で指導するように。 

 

保健所の対応 １ 現地確認と聞き取り調査 

 ・職員２人で苦情者宅を訪問し、苦情者から事情を聞 

  き取り、現場を確認 

 ・近隣住民に同様の被害がないか聞き取り調査を実施 

２ 苦情者への助言 

 ・猫の忌避対策を案内 

３ 対象の家の訪問 

 ・対象の家を訪問し、家主から状況を聞取り。 

 ＜飼い猫の場合＞ 

  ・家主に「飼い猫」であることを確認できれば、 

   飼い方を説明し、屋内飼養と所有者明示を推奨 

 ＜飼い猫でない場合＞ 

  ・家主に「飼い猫でない」ことを確認するが、えさ 

   やりの実態があれば、トイレを設置するなど、管 

   理を徹底するよう指導 

  ・状況に応じて、地域猫活動を案内 

 

対応に苦慮 

する点 

１ 現地確認と聞き取り調査 

 ・飼い猫か飼い主のいない猫（野良猫）の判別はでき 

  ない。 

 ・飼い主のいない猫にえさを与えている住民は、複数 

  いる可能性があり、全容の把握は難しい。 

２ 対象の家の訪問 

 ＜飼い猫でない場合＞ 

  ・家主に説明しても、「猫がかわいそう」の一点張り 

   で、えさやりを止めようとしない。 

  ・猫が繁殖してしまっていて、家主だけでは対応で 

   きない状況に陥っていることがある。 
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 ≪地域猫活動の状況（R5.10月末時点）≫ 

  経緯：令和５年度に、地域猫の不妊去勢手術費の補助金制度を改正し、 

     地域猫活動団体を登録制とし、予算額を２，４２０千円に増額 

地域猫活動団体   １８団体 

地域猫登録頭数  ３０２頭 

不妊去勢手術の実施頭数  メス： ８３頭 

 オス： ７２頭  計１５５頭 

 （前年比 ９８．１％） 

補助金の申請頭数  メス：１１９頭 

 オス： ７９頭  計１９８頭 

補助金の交付申請額  ２，１０９千円/２，４２０千円 

 （申請率 ８７．１％） 

 

 


